
しん いちねんせい

どうろ を わたる ときは、いちど とまって

みぎ・ひだり・まわり を

よく みてから わたろうね。

どうろに 「とびだし」 あぶないよ!

どうろ や ちゅうしゃじょう では、

ふざけたり、 あそんでは いけません。

新一年生のための

くるま は すぐに とまれません。

くるま が きていないか、 よくみよう！

どうろでの おやくそく しってる？

くるま きて
いないかな？



保護者の皆さんへ

○子供の歩行中の事故の一番の原因は「飛び出し」です！

○子供と一緒に通学路点検！

○大人は子供のお手本です

奈良県警察

通学路や自宅周辺を一緒に歩いて、子供の目線で

危険な箇所をチェックしましょう。

「止まる場所」「見るところ」「注意するところ」等を、具体

的に教えてあげましょう。

子供は、視野が狭く、ひとつのものに夢中になると周りがみえなくなり、

車を見落としがちです。

道路の端で「止まる」、車が来ていないか「見る」

車が来ていたら通り過ぎるのを「待つ」

を日頃から習慣づけましょう。

子供は大人のまねをします。

普段から、保護者の方がお手本となるよう

交通ルールを守り、子供にも繰り返し指導しましょう。

学校に通いはじめたお子さんを見て

「もう大丈夫だろう」と思ってませんか？

○子供の自転車利用は

ヘルメットを着用させましょう
自転車は車の仲間です。

自転車の運転操作に慣れるまでは広場等で練習を行いましょう。

保護者は、１３歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう

努めなければなりません。（道路交通法６３条の１１）

また、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。

（奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 令和２年４月１日から）


